
－1－ 

議案第９３号 

世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和４年１１月２８日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 東京都市計画世田谷西部地域上祖師谷・給田地区地区整備計画区域におい

て計画地区を追加するとともに、当該区域における建築物の制限内容を変更する必

要があるので、本案を提出する。 

 



－2－ 

世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例 

 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例（昭和６２年７月

世田谷区条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２備考以外の部分に次のように加える。 
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東京都

市計画

世田谷

西部地

域上祖

師谷・

給田地

区地区

整備計
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住宅地区 
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ただし、次
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物の敷
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画施設

として

定めら

れた道

路をい

う。以 

下この

項にお

いて同

じ。） 

の部分

（建築

物の敷

地が２

以上の

区画道
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都市計

画道路

に接す

る場合

は、そ 

れぞれ

の区画

道路及

び都市

計画道

路の部

分とす
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告のあ
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域に建
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場合 

⑶ 土地

区画整

理事業

の認可

等の公

告のあ

った区

域に建

築する

場合（

建築物

の敷地

が土地

区画整

理道路

に接す

る場合

又は当

該敷地

内に土

地区画

整理道
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る場合
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路がある場合
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安全上、防火
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画整理道路に
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下この

項にお

いて同

じ。） 

が道路

として

整備さ

れた当

該敷地

に建築

する場

合 

⑵ 道路

の築造

を伴う

開発行

為につ

いて、

都市計

画法第

３６条

第３項

の規定

による

工事が

完了し

た旨の

公告（

以下こ

の項に

ては、
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おいて

「工事

完了の

公告」 

という。 ） 

のあっ

た区域

に建築

する場
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⑶ 次の

公告の

あった

区域（

以下こ

の項に

おいて

「土地

区画整

理事業

の認可

等の公

告のあ

った区
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いう。） 

に建築

する場

合（建

築物の
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ないも

のとす

る。） 
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敷地が
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交通上、 

安全上、 
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補助５４号線沿道地

区 

  １２５㎡   １７ｍ     

 



－16－ 

 
      「 

        東京都市計画世田谷     

        西部地域上北沢地区    

        地区整備計画        東京都市計画世田谷 

 別表第３中  東京都市計画世田谷  を  西部地域上北沢地区  に改める。 

        西部地域上祖師谷・     地区整備計画 

        給田地区地区整備計 

        画 

   」 
 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「 

」 


